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後 期 高

7575歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入
します（75 歳の誕生日から自動的に加

入）。65 歳から 75 歳未満の人で一定の障がいが
ある人も、市に申請をすることにより、広域連合の

認定を受けた日から加入となります。
保険料は熊本県内均一で被保険者一人ひとりが納
めます。令和３年度は基礎控除額と所得が低い人
の軽減割合が見直されました。

問ほけん課�高齢者医療係　☎ 22-3145   

齢 者 医 療 保 険 料 の
軽減内容が変わります

条件
【世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等の合計額】

軽減率
【保険料均等割額】

43 万円（基礎控除額）+10 万円×（給与・年金所得者の数‐1）を超えない世帯 7 割

43 万円（基礎控除額）+28 万５千円×世帯の被保険者数 +10 万円×（給与・年金所得者の数‐1）
を超えない世帯 5 割

43 万円（基礎控除額）+52 万円×世帯の被保険者数 +10 万円×（給与・年金所得者の数‐1）
を超えない世帯 2 割

所得が低い人の軽減

後期高齢者医療保険料の納付方法

後期高齢者医療保険料は、特別徴収または
普通徴収により納めることになります。
個々の条件により納付方法は異なりますの
でご注意ください。

特別徴収　�年金から差し引いて納付する方法。年金受
給額が年額１８万円以上あり、後期高齢者
医療保険料と介護保険料の合算額が年金
額の１/２を超えない人が対象

普通徴収　�特別徴収の対象以外の人が、納付書または
口座振替で納付する方法

※�均等割の軽減判定についての総所得金額等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。
　また、年金所得については、15万円を控除した額で判定します。

保険料年額の算出方法

●変更点　軽減割合の一部（表の下線部分）

●変更点　基礎控除額（33 万円→ 43 万円に）

50,600 円

均等割額

＋＝年額６4 万円
が上限

保険料年額

9.959.95％％

（所得割率）（所得割率）×総所得金額等総所得金額等－ 43－ 43 万円万円
（（基礎控除額基礎控除額））

所得割額
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あ ん 摩

11回の施術に対し 1,000 円の助成が受けられる施設利用券を、国民健康保険被保険者には年間（4 月
から翌年 3 月まで）20 枚、後期高齢者医療被保険者には年間 10 枚交付しています。必要な人は市

役所ほけん課または各支所で申請してください。

問ほけん課�国保・年金係、高齢者医療係　☎22-3145

マ ッ サ ー ジ は・ り き ゅ う 等
施 設 利 用 券

●申請に必要なもの
▷保険証　▷印鑑

（代理人が申請する場合）
▷必要な人の保険証　▷代理人の印鑑
▷代理人の運転免許証など本人確認書類

※�保険料の滞納がある場合は交付枚数を制限
することがあります。
※�施設利用券は本人以外利用できません。
　（家族への譲渡も不可）
※紛失した場合は再発行できません。

生 ご み

家家庭から出る生ごみは水分を多く含んでおり、
約 80% が水分といわれています。可燃性ご

みの固形燃料（RDF）化には、水分を除去する必要
があり、多くの燃料を要します。また、ごみの重量
が増えることにより、その処理費用は高騰するこ

とになります。
生ごみを減らす方法として、電気式の生ごみ処理
機や畑などに設置するコンポスター購入費用を助
成しています。
※定数に達した時点で終了します。

問市民課�生活衛生係　☎ 22-3135���

処 理 機 等の
購入費の一部を助成します

●生ごみ処理機（電気式）
助成額　購入費用の１/２以内
　　　　（上限 30,000 円）
＊�購入後は助成対象になりませんので、購入前に
市民課にお問い合わせください。

●生ごみ処理容器（コンポスター）
個人負担額　2,000 円（現物支給）
＊市民課・各支所でお渡しします。

CITY  INFORMATIONCITY  INFORMATION
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４ ０ 歳

4040歳代の国民健康保険に加入している人または生活保護を受けている人を対象にしたセット健診
がお得に受診できます。予約制なので、少ない待ち時間で受けることができます。

問�健康増進室（一の宮保健センター）　☎22-5088���

代 セ ッ ト 健 診 をお得に
受診できます

追加で受診できます

●子宮頸がん検診　　600 円
●乳がん検診
▷乳房超音波検診　　400 円（令和3年度中に偶数年齢になる人）
▷マンモグラフィ検診　800 円（令和3年度中に奇数年齢になる人）
●肝炎ウイルス検診　400 円�
（既に受診済みの人は対象外）

以下の人は無料で受診できます
●乳がん検診（マンモグラフィ）
　　令和３年度中に 41歳になる人
●肝炎ウイルス検診
　　令和 3年度中に 41歳、46歳になる人
　　（既に受診済みの人は対象外）

対象者

健診日に阿蘇市の国保に加入する人または生活
保護を受けている人で、令和４年３月末までに
40 ～ 49 歳になる人

申込方法

スマートフォン等で右の QR
コ ー ド を 読 み 込 ん で、 専 用
フォームに必要事項を入力し
てください。５月下旬ごろに
健診セットを郵送します。

セット健診内容

▷特定健診　▷胃がん検診　▷肺がん検診
▷大腸がん検診　▷腹部超音波検診

申込期間

4 月 5 日㈪午前 9 時～ 4 月 14 日㈬午後 5 時

健診日・場所

6 月 20 日㈰　午前　一の宮保健センター
6 月 21 日㈪　午前　農村環境改善センター
※ どちらかの日程で受診してください。申込者

多数の場合は希望に添えないことがあります。

自己負担額

※ 実際にかかる健診費用（約 2 万円）のうち市
が９割以上を負担します。

1,000 円
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森 林

森森林の立木を伐採するときは、事前に「伐採及
び伐採後の造林の届出書」（伐採届）を市に提

出しなければなりません。誤伐や盗伐などのトラ

ブル防止、伐採後に適切な造林が行われているこ
とを確認するために必要ですので必ず届出を行っ
てください。

問�農政課�畜産林業係　☎ 22-3274���

伐 採 するときはを
届出が必要です

提出する人

森林所有者や立木を買い受けた人など

提出期限

伐採を始める 90 ～ 30 日前まで

提出先

農政課 畜産林業係

提出書類

・伐採及び伐採後の造林の届出書（所定の様式）
・森林の所在を示す地図
・委託契約書の写し等
  （森林所有者から委託を受けて伐採する場合）

※ 保安林の立木の伐採や、1 ヘクタールを超える林地開
発行為を行う場合は事前に県への許可申請が必要です。

イ チ

市市の施設を利用してイチゴを栽培し、観光農園を運営する人を募集します。次の要件をすべて満たし
ている人が対象です。

問�農政課�農業振興係　☎ 22-3274���

栽ゴ 培 に
意欲のある人を募集します

●市または県から認定農業者（認定新規就農者を含む）の認定を受けている
●イチゴ栽培の知識と経験がある
●観光農園としての取組みを実施できる
●市に住民税または法人税を納付しており、各種市税等の滞納がない

施設

●施設名　阿蘇市省エネルギーモデル温室
　　　　　（はな阿蘇美敷地内）
●規模　対候性硬質ビニールハウス
　　　　（2,000㎡、1,000㎡）
●棟数　2 棟（40m × 50m、40m × 25m）
●設備　 高設栽培ベンチ、自動開閉装置
　　　　暖房設備、潅水設備など
●使用料　516,000 円／年
※光熱費等は自己負担
●利用期間　令和 3 年 7 月から（複数年）

応募

●募集期限　令和 3 年 5 月 10 日㈪まで
●応募書類
　 市ホームページまたは農政課農業振興係で取

得してください。
●応募先　農政課 農業振興係
選定結果は 5 月下旬までに文書で通知します。
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